
	条例第３条第１項第11号(法45条第１項第6号、第7号）基準等チェック表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第６、７表）

	法人名
	



条例第３条第１項第11号(法45条第１項第6号）基準等チェック表　（第６表）
	６　実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること
	ﾁｪｯｸ欄

	
	

	特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への
提出の有無
	ⓐ
	ⓑ
	ⓒ
	ⓓ
	ⓔ

	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無


　



条例第３条第１項第11号(法45条第１項第7号）基準等チェック表　（第７表）
	７　法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと
	ﾁｪｯｸ欄

	
	

	法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実
その他公益に反する事実の有無
	ⓐ
	ⓑ
	ⓒ
	ⓓ
	ⓔ
	申 請 時

	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無
	有　・　無


　　㊟　条例第３条第１項第11号(法45条第１項第7号）基準等チェック表（第７表）は、条例第11条第１項に基づく書類（事業報告書等提出書類）の提出時に記載及び添付する必要があります。




（注意事項）
・条例第11条第１項に基づく書類（事業報告書等提出書類）の提出時に当たっては、条例第３条第１項第11号(法45条第１項第6号、第7号）基準等チェック表（第６表）は、記載する必要はありません。
・有効期間の継続の申請に当たっては、条例第３条第１項第11号(法45条第１項第6号、第7号）基準等チェック表（第６表）の記載の必要はありません。また、条例第11条第１項に基づく書類（事業報告書等提出書類）に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

